
神 戸 市 障 害 者 特 別 給 付 金 支 給 要 綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、国民年金法等の一部を改正する法律（昭和５６年法律第８６号）の

施行に伴い、同法の施行日（昭和５７年１月１日）前に２０歳に達していた外国人等で、

年金制度の有する被保険者の資格等の理由により、障害基礎年金等を受けることができ

ない中度以上の障害者に対し、神戸市障害者特別給付金（以下「給付金」という。）を

支給することに関して、必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 (1) 障害基礎年金等 

   国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に規定する障害基礎年金、国民年金法等

の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号 以下「昭和６０年改正法」という。)

第１条の規定による改正前の国民年金法に規定する障害年金、厚生年金保険法（昭和

２９年法律第１１５号）に規定する障害厚生年金、昭和６０年改正法第２条に規定す

る改正前の厚生年金法に規定する障害年金及び法律によって組織された共済組合の

支給する障害共済年金その他国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過

措置に関する政令（昭和６１年政令第５４号）第２８条に規定する障害を支給事由と

する年金たる給付をいう。 

 (2) 重度障害者 

   身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項に規定する身体障

害者手帳で身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号に

掲げる等級が１級若しくは２級の記載のあるものの交付を受けた者、療育手帳制度要

綱（昭和４８年９月２７日厚生事務次官通知）で規定する療育手帳で障害の程度がＡ

の記載のある療育手帳の交付を受けた者、又は精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条に規定する精神障害者保健福祉手帳で精

神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年法律第１５５号）第６条

に規定する等級が１級の記載のあるものの交付を受けた者をいう。 

 (3) 中度障害者 

   前号の身体障害者手帳の等級が３級の記載のあるものの交付を受けた者、療育手帳

で障害の程度が中度（Ｂ１）の記載のある療育手帳の交付を受けた者、又は精神障害

者保健福祉手帳の等級が２級の記載のあるものの交付を受けた者をいう。 

 (4) 公的年金 

児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第３条第２項に規定する公的年金た

る給付又は国民年金法施行令第４条の８に規定する年金たる給付をいう。 

 



 

(5) 併給可能な公的年金 

第４号に規定する公的年金のうち、厚生年金保険法第３２条第１号に規定する老齢

厚生年金（その保険給付を受ける権利を有する者（以下「受給権者」という。）が６

５歳に達している者に限る。）、同条第３号に規定する遺族厚生年金（その受給権者が

６５歳に達している者に限る。）、及び法律によって組織された共済組合の支給する退

職共済年金（その受給権者が６５歳に達している者に限る。）、遺族共済年金（その受

給権者が６５歳に達している者に限る。）をいう。 

 (6) 住民登録 

   住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定による登録をいう。 

 (7) 被措置者等 

   身体障害者福祉法第１８条第２項、知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）

第１６条第１項第２号又は第３号若しくは児童福祉法（昭和３５年法律第１６４号）

第２７条第１項第３号又は第２項の規定により施設等に入所措置されている者、又は

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第２９条第１項の規定により、国若しくは

都道府県の設置した精神病院又は指定病院に入院措置されている者、その他障害者支

援施設等に入所している者のうち居住地特例により神戸市が費用を支弁している者

をいう。 

 

（給付対象者） 

第３条 給付金の支給対象者は、神戸市に住民登録をしている者若しくは神戸市の被措置

者等で、次の各号のいずれかに該当し、障害基礎年金等の受給資格を有しない重度障害

者又は中度障害者（以下「給付対象者」という。）とする。 

 (1) 昭和５７年１月１日前に満２０歳に達していた外国人（出入国管理及び難民認定法

及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する

特例法の一部を改正する等の法律（平成２１年法律第７９号）第４条の規定による廃

止前の外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号）に規定する外国人のうち、同日前

に同法に基づく外国人登録を行っていた者をいう。）で、同日前に重度障害者又は中

度障害者であった者、又は同日以後に重度障害者又は中度障害者となったが障害発生

原因の初診日が同日前に属する者のうち、昭和５７年１月１日現在、日本国内で居住

地登録をしていた者（ただし、アメリカ合衆国籍を有していた者で、当該初診日が満

２０歳以後にある者を除く。） 

 (2) 年齢満２０歳以上の者で、次のいずれかに該当する者 

  ア 国民年金法第３５条第２号又は厚生年金保険法第５３条等（障害程度の軽減によ

る失権の規定）により失権したが、その後に障害が重くなった者 

  イ 昭和６１年４月１日前の海外滞在中に障害発生原因の初診日があり、障害基礎年

金等の受給資格が得られなかった者 

 



（支給制限） 

第４条 市長は、前条の規定にかかわらず、給付対象者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、給付金を支給しないものとする。 

 (1) 重度障害者については年額９７６，１０４円以上、中度障害者については年額３９

０，４４４円以上の公的年金（併給可能な公的年金を除く。）を受給しているとき 

 (2) 生活保護を受給しているとき 

 (3) 前年の所得が、国民年金法施行令（昭和３４年政令第１８４号）第５条の４に規定

する額を超えているとき 

 

（給付金の額） 

第５条 重度障害者の給付金の年額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号

に定める額とする。 

 (1) 公的年金を受給していない者 ９７６，１０４円 

(2) 公的年金を受給している者 次のア又はイに定める額のうち、いずれか少ない額  

  ア ９７６，１０４円から公的年金（併給可能な公的年金を除く。）の年額を控除し

た額 

イ ４８８，０５２円に９７６，１０４円から公的年金の年額を控除した額の１／２

額(当該額が０円未満のときは０円とする。)を加えた額   

２ 中度障害者の給付金の年額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める額とする。 

 (1) 公的年金を受給していない者 ３９０，４４４円 

(2) 公的年金を受給している者 ３９０，４４４円から公的年金（併給可能な公的年金

を除く。）の年額を控除した額 

 

（給付申請等） 

第６条 給付金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、神戸市障害者

特別給付金給付（更新）申請書（様式第１号 以下「申請書」という。）に公的年金未受

給状況等申立書（様式第２号）を添付して、市長に申請しなければならない。 

２ 次条の規定により、給付金の支給決定を受けた者は、毎年神戸市の指定する期間内に

おいて、申請書に公的年金未受給状況等申立書（様式第２号）を添付して、市長に給付

金支給の更新申請をしなければならない。 

 

（給付金の支給決定等） 

第７条 市長は、前条第１項の申請があった場合において、給付金の支給を決定したとき

は神戸市障害者特別給付金支給決定通知書（様式第３号）により、給付金の不支給を決

定したときは神戸市障害者特別給付金不支給決定通知書（様式第４号）により、それぞ

れ申請者に通知しなければならない。 

 



（支給期間及び支給期日） 

第８条 給付金の支給は、第６条第１項の申請があった日の属する月の翌月から始め、給

付金の受給権が消滅した日の属する月で終わるものとする。 

２ 市長は、毎年４月、７月、１０月及び１月に前条の規定により給付金の支給決定を受

けた者（以下「受給者」という。）にそれぞれの支給月の前月までの給付金の額を支給す

る。 

 

（届出） 

第９条 受給者若しくは受給者と生計を同じくしている者は、次の各号のいずれかに該当

する事由が生じたときは、速やかに神戸市障害者特別給付金資格要件変更届（様式第５

号）により、市長に届け出なければならない。 

 (1) 第１１条第１号又は第３号に該当し、受給資格が消滅したとき 

 (2) 住所又は受給者名を変更したとき 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、公的年金、生活保護の受給状況その他給付金の支給要

件にかかる事由に変更があったとき 

 

（支給の停止） 

第１０条 市長は、受給者が第６条第２項の更新の申請をしないとき及び更新の申請によ

り受給者が第４条各号のいずれかに該当していることを確認したときは、当該年の７

月分から給付金の支給を停止する。 

 

（受給権の消滅） 

第１１条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を受給する権利は消滅

するものとする。 

 (1) 死亡したとき 

 (2) 第３条に規定する要件に該当しなくなったとき 

 (3) 第４条の規定に該当するとき 

 (4) 当該年度末までに第６条第２項の更新の申請をしないとき 

２ 市長は、受給者が前項の各号いずれかに該当するときは、神戸市障害者特別給付金資

格喪失通知書（様式第６号）により通知するものとする。 

 

（給付金の返還） 

第１２条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、神戸市障害者特別給

付金返還戻入通知書（様式第７号）により、当該受給者に対し支給した給付金の一部

又は全部の返還の請求をするものとする。 

 (1) 重複して給付金を受給したとき 

 (2) 前条による受給権の喪失以後に給付金を受給したとき 

 (3) 偽りその他不正の手段により給付金を受給したとき 



（未支給の給付金） 

第１３条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだ

その者に支給していない給付金があるときは、その者と生計を同じくしていた者で、

その者を介護していた者は、その未支給の給付金を請求することができる。 

（譲渡及び担保の禁止） 

第１４条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。 

 

（施行細目の委任） 

第１５条 この要綱の施行に関し、必要な事項は福祉局長が定める。 

 

    附  則 

 この要綱は、平成３年４月１日から実施する。 

   ただし第６条第１項の申請は、平成３年７月１０日以後に行うものとし、平成４年

３月３１日までに申請のあった受給者については、平成３年４月（平成３年５月以後

に受給資格を取得した者については、その受給資格を取得した日の属する月）分から

給付金を支給する。 

 

    附  則 

   この要綱は、平成５年４月１日から実施する。 

 

    附  則 

   この要綱は、平成６年４月１日から実施する。 

 

    附  則 

   この要綱は、平成８年４月１日から実施する。 

   ただし第６条第１項の申請は、平成８年７月１日以後に行うものとし、平成９年３

月３１日までに申請のあった受給者（精神障害者保健福祉手帳の所持者に限る。）につ

いては、平成８年４月（平成８年５月以後に受給資格を取得した者については、その

受給資格を取得した日の属する月）分から給付金を支給する。 

 

    附  則 

   この要綱は、平成９年４月１日から実施する。 

 

    附  則 

   この要綱は、平成１０年４月１日から実施する。 

     

附  則 

   この要綱は、平成１１年４月１日から実施する。 



    附  則 

   この要綱は、平成１３年４月１日から実施する。 

 

    附  則 

   この要綱は、平成１５年４月１日から実施する。 

    附  則 

   この要綱は、平成１６年４月１日から実施する。 

 

    附  則 

   この要綱は、平成１７年４月１日から実施する。 

 

    附  則 

   この要綱は、平成１８年４月１日から実施する。 

 

    附  則 

   この要綱は、平成１９年４月１日から実施する。 

 

附  則 

   この要綱は、平成２０年４月１日から実施する。 

   ただし第６条第１項の申請は、平成２０年７月１日以後に行うものとし、平成２１

年３月３１日までに申請のあった受給者（中度障害者に限る。）については、平成２０

年４月（平成２０年５月以後に受給資格を取得した者については、その受給資格を取

得した日の属する月）分から給付金を支給する。 

 

    附  則 

   この要綱は、平成２１年４月１日から実施する。 

 

    附  則 

この要綱は、平成２２年７月１日から実施し、平成２２年４月１日から適用する。 

ただし第６条第１項の申請は、平成２２年７月１日以後に行うものとし、平成２３

年３月３１日までに申請のあった受給者（重度障害者については、年額９００，６４

８円以上の公的年金を受給している者、中度障害者については、年額３９６，０４８

円以上の公的年金を受給している者に限る。）については、平成２２年４月（平成２

２年５月以後に受給資格を取得した者については、その受給資格を取得した日の属す

る月）分から給付金を支給する。 

 

附  則 

この要綱は、平成２３年４月１日から実施する。 



附  則 

この要綱は、平成２４年７月１日から実施し、平成２４年４月１日から適用する。 

ただし第２条及び第３条の改正については、平成２４年７月９日から実施し、同日

から適用する。 

 

附  則 

この要綱は、平成２５年１０月１日から実施する。 

 

 附  則 

この要綱は、平成２６年４月１日から実施する。 

 

 附  則 

この要綱は、平成２７年４月１日から実施する。 

 

附  則 

この要綱は、平成２８年４月１日から実施する。 

 

附  則 

この要綱は、平成２９年４月１日から実施する。 

 

附  則 

この要綱は、平成３１年４月１日から実施する。 

 

附  則 

この要綱は、令和２年４月１日から実施する。 

 

附  則 

この要綱は、令和３年４月１日から実施する。 

 


